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　　選　挙　公　報　掲　載　申　請　の　注　意

Ⅰ　掲載文記載上の注意

　　選挙公報は、候補者から申請のあった掲載文を、原稿そのまま写真版で縮小印刷　しますので、次の注意事項をよく読んで原稿を作成してください。

　１．一般的な注意事項
　　　　選挙公報の原稿を作成するにあたっては、次に掲げるような内容の記載がないように特に注意してください。
　（１）選挙公報の品位をそこなう記載
　　　　他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等の記載
　（２）虚偽事項の記載

　　　　身分、職業、経歴、政党・その他の団体への所属及び推薦の有無等について虚偽の事項を記載

　（３）非合法活動又は刑事犯罪を構成するような行為等に関する記載

　（４）利害誘導にわたる記載

　（５）差別用語となるような文言の記載

　（６）他の候補者（他の選挙における候補者を含む。）の選挙運動にわたる記載

　２．原稿用紙の用い方

　（１）原稿用紙は、鹿屋市選挙管理委員会の交付した原稿用紙のほかは使用することはできません。（原稿用紙は２枚交付。提出は１枚です。）

　（２）原稿用紙の大きさは、実際に選挙公報に掲載されるものより大きくなっておりますから、縮小されることになります。
　（３）掲載文は、青い線の枠内に記載しなければなりません。青い線の枠外に記載された部分は、掲載されませんのでご注意ください。

　（４）右側の氏名欄には、候補者の氏名を縦書きで記載してください。
　　　　（候補者の氏名は立候補届出の際に届け出た氏名を記載してください。この場
　　　合、選挙長から通称使用の認定を受けた場合は、その通称による氏名を記載してください。）
　　　　なお、所属党派、年齢などを記載する場合は、氏名欄の余白の部分に記載し、政見等（本文）は、この欄に記載しないようにしてください。

　（５）氏名欄の上の欄は、候補者の写真を印刷する箇所ですので、何も記載しないでください。

　（６）原稿用紙の青色の部分は、写真に掲載するときは写りません。
　　　　なお、青色の方眼の枠は、ペン、筆等で記載しやすいようにひいたもので、特にこれにこだわる必要はありません。

　３．記載の方法

　（１）字数

　　　　字数に制限はありません。

　（２）使用できる文字等

　　　　本文中に使用できる文字等は写真を除き、漢字、片仮名、平仮名、数字、図　　　面、図表、イラストレーション等使用できます。

　　　　なお、これらの文字等を２以上使用して、それが他の文字・記号等を表すよ　　　うに記載することはできません。

　（３）図面等の面積制限

　　　　本文中に図面、図表、イラストレーション等を記載する場合、これらの部分　　　に係る面積の合計面積は１／２を超えてはいけません。

　４．筆記具の種類とその用い方

　　　筆記具は、活字（写植・タイプライター・ワープロ等による場合を含む。）ペン(ボールペンは使用しないでください。）または毛筆などの黒色の色素により記載し、色の濃淡がないものとしなければなりません。黒色以外の色素を用いても写真に写りませんのでご注意ください。

　　　なお、文字の大きさには特に制限はありませんが、極端に大きい字、小さい字、または字画の多い文字等で印刷が不鮮明になる恐れがある記載については、訂正を求めることがあります。

　５．訂正の方法

　（１）訂正は、白紙または予備の原稿用紙の一部を切り取ったものを貼って訂正してください。

　（２）訂正したときは、枠外に訂正した字数を記入し、署名もしくは押印をしてください。

　（３）できるだけ原稿は訂正のないものを提出してください。

　６．原稿用紙の再交付

　　　原稿用紙を汚損したため再交付を求めたいときは、選挙管理委員会に申し出て　　ください。

　７．その他

　（１）選挙管理委員会は、規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、または記載した文字が著しく小さい場合、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認められるときは、候補者に対し、当該文字の記載の訂正を求めることがあります。

　（２）選挙公報の印刷の体裁等について、候補者は指定することができません。

　（３）原稿用紙には、絶対に折り目やしみをつけないようにして、封筒に入れて提　　　出してください。

Ⅱ　選挙公報掲載申請についての注意
　１．掲載文の申請

　（１）選挙公報の掲載申請は、１月１８日（日）午前８時３０分から午後５時までの間に鹿屋市選挙管理委員会にできるだけ早目に提出してください。
（この日時までに提出されない場合は、掲載されませんのでご注意ください。）
　　　　また、その場で訂正に応じられるように候補者又はその代理の方が、立候補届出書に使用した印鑑も併せて必ずご持参ください。

　（２）提出書類

　　　ア、選挙公報掲載申請書　　　　　　　　１通

　　　イ、選挙公報掲載文原稿　　　　　　　　１枚

　　　ウ、選挙公報掲載写真　　　　　　　　　１枚

　（３）掲載文原稿は、市選挙管理委員会が交付する原稿用紙を用い、汚損または破損しないよう注意してください。

　（４）写真は、選挙期日前３ヶ月以内に撮影した候補者の無帽、正面向き、上半身の手札型とし、裏面に候補者の氏名を記載してください。
（被写体バックは無地とし、写真は原稿用紙に貼り付けずに提出してください。）色はカラー、白黒を問いません。
写真のサイズは手札版（概ね８～９×１２～１３）
　（５）提出された原稿（写真を含む）は、返却しません。

　２．掲載文の修正

　（１）提出された掲載文を修正しようとする時は、掲載申請期限（１月１８日（日）午後５時）までに修正の申請をしてください。

（２）提出書類

ア、選挙公報掲載文修正申請書　　　　　１通

　　　イ、選挙公報掲載文原稿（修正したもの）１枚

　３．掲載文の撤回

　（１）提出された掲載文を撤回しようとする時は、掲載申請期限（１月１８日（日）午後５時）までに撤回の申請をしてください。

（２）提出書類

ア、選挙公報掲載申請撤回申請書　　　　１通

　４．掲載順序

　　　選挙公報に掲載文を掲載する順序を決めるくじは、１月１８日（日）午後５時
３０分より市選挙管理委員会事務局で行います。候補者または代理の方は、この
　　くじに立ち会うことができます。
